
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
促
進
に
向
け
た
更
な
る
取
組
へ
の
御
協
力
の
お
願
い
に
つ
い
て

（
令
和
６
年
１
月
2
4
日
付
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
）
の
概
要
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基
本
的
姿
勢
等

国
が
先
頭
に
立
ち
、
医
療
機
関
・
薬
局
、

保
険
者
等
、
経
済
界
等
が
一
丸
と
な
っ
て
、

よ
り
多
く
の
国
民
の
皆
様
に
マ
イ
ナ
保
険
証

の
メ
リ
ッ
ト
を
実
感
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

あ
ら
ゆ
る
手
段
を
通
じ
て
マ
イ
ナ
保
険
証
の

利
用
促
進
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
い
く
。

こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
国
に
お
い
て
必

要
な
情
報
の
提
供
等
を
行
い
、
医
療
機
関
・

薬
局
や
経
済
界
等
に
取
組
を
要
請
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
保
険
者
に
お
い
て
も
積
極

的
な
取
組
を
お
願
い
し
た
い
。

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
率
の

現
状
（
年
代
別
）

保
険
者
に
取
組
を
お
願
い
す
る
内
容

（
２
）
限
度
額
適
用
認
定
証
を
契
機
と
し
た
利
用
勧
奨

限
度
額
適
用
認
定
証
が
不
要
と
な
る
点
は
マ
イ
ナ
保
険
証
の
具
体
的
メ
リ
ッ
ト
の
１
つ

認
定
証
の
申
請
に
関
す
る
各
場
面
で
メ
リ
ッ
ト
を
周
知
い
た
だ
き
た
い

①
H
P
・
チ
ラ
シ
等

②
申
請
様
式

③
交
付
時
の
説
明
資
料

※
原
則
、
①
は
２
月
2
6
日
ま
で
、
②
③
は
R
6
年
度
印
刷
物
か
ら
対
応
（
可
能
な
ら
前
倒
し
）

※
認
定
証
本
体
の
省
令
様
式
も
R
6
年
度
中
か
ら
改
正
予
定
（
事
前
に
様
式
を
お
示
し
す
る
予
定
）

（
３
）
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
た
利
用
勧
奨

加
入
者
と
接
す
る
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
勧
奨
を
し
て
い
た
だ
き
た
い

（
具
体
例
）

①
メ
ー
ル
・
チ
ラ
シ
・
説
明
会
等

②
H
P
・
利
用
の
手
引
き
等

③
保
健
事
業

①
②
③
の
取
組
状
況

①
②
③
の
取
組
状
況

（
１
）
利
用
率
の
目
標
設
定

本
年
1
2
月
２
日
の
保
険
証
廃
止
に
向
け
、
各
保
険
者
に
お
い
て
取
組
の
進
捗
管
理
を
行
う
た
め
、

保
険
者
ご
と
に
利
用
率
の
目
標
を
設
定
い
た
だ
き
た
い

（
利
用
率
の
定
義
）

分
子
：

マ
イ
ナ
保
険
証
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
利
用
人
数

分
母
：

各
保
険
者
で
受
け
付
け
た
レ
セ
プ
ト
枚
数
（
外
来
レ
セ
の
み
）

（
目
標
値
の
設
定
時
期
）

①
本
年
５
月
時
点

②
本
年
８
月
時
点

③
本
年
1
1
月
時
点

（
目
標
値
の
目
安
）

後
期
高
齢
者
支
援
金
の
加
算
・
減
算
制
度
に
お
い
て
、
本
年
1
1
月
時
点
の
マ
イ
ナ
保
険
証
の

利
用
率
が
5
0
％
を
超
え
た
場
合
に
総
合
評
価
の
加
点
対
象
と
す
る
予
定
（
参
考
）

※
２
月
上
旬
目
途
で
直
近
の
利
用
率
等
の
デ
ー
タ
を
提
供
予
定

※
今
後
も
定
期
的
に
詳
細
デ
ー
タ
を
提
供
し
、
対
策
強
化
に
役
立
て
て
い
た
だ
く
予
定

①
②
③
の
目
標
値

報
告
い
た
だ
く
事
項

（
２
月
2
6
日
1
8
時
〆
）

資
料
３



マ
イ

ナ
保

険
証

の
利

用
促

進
対

策

医 療 機 関 ・ 薬 局

【
利
用
率
目
標
の
設
定
・
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
等

】

○
１
月
以
降
の
利
用
率
が
R
5
年
1
0
月
の
利
用
率
か
ら
増
加
し
た
医
療
機
関
等
に
対
し
、
増
加
量
に
応
じ
た
支
援

・
診

察
券

と
の

一
体

化
等

へ
の

補
助

金

○
令
和
６
年
度
診
療
報
酬
改
定
で

、
医

療
Ｄ

Ｘ
の

推
進

体
制

に
つ

い
て

新
た

な
評

価
を

行
う

中
で

、
利
用
実
績
に
応
じ
た
評
価
を
検
討
中

○
全
医
療
機
関
に
対
し
、
利
用
率
の
自
主
的
な
目
標
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
、
利
用
実
績
を
通
知
（
１
月
～
）

○
国

所
管

団
体

が
開

設
す

る
公
的
医
療
機
関
等
に
対
し

、
令

和
６

年
５

月
末

、
1
1
月

末
の
利
用
率
の
目
標
設
定
を
要
請

※
厚

労
省

所
管

独
法

に
お

い
て

は
、

令
和

６
年

度
の
年
度
計
画
に
利
用
率
に
係
る
目
標
を
盛
り
込
む
予
定

※
 厚

労
省

所
管

法
人

の
病

院
に

は
専
用
レ
ー
ン
の
設
定
及
び
説
明
員
の
配
置
（
１
月
中
に
最
低
１
か
所
、
２
月
中
に
原
則
全
医
療
機
関
）
を
要
請
済

○
違

反
施

設
へ

の
指

導
等

→
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

へ
の

情
報

提
供

に
基

づ
き

地
方

厚
生

局
か

ら
事

実
調

査
等

、
オ

ン
資

未
導

入
施

設
へ

の
集

団
指

導

【
窓
口
対
応
の
見
直
し

】

○
全

医
療

機
関

等
に

以
下

の
取

組
を

要
請

し
、
2
月
か
ら
診
療
報
酬
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
時
に
取
組
状
況
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

＊
窓
口
で
の
声
か
け
を

「
保

険
証

、
見

せ
て

く
だ

さ
い

」
か

ら
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
保
険
証
）
、
お
持
ち
で
す
か
」
へ

切
換

え

＊
マ

イ
ナ

保
険

証
の

利
用

を
促

す
チ

ラ
シ

、
ポ

ス
タ

ー
等

の
院

内
配

布
、

掲
示

等

＊
医
療
機
関
H
P
の
外
来
予
約
等
の
案
内
に
お
い
て
、
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
の
持
参
を
記
載

保 険 者 ・ 事 業 者

【
保
険
者
に
よ
る
取
組
】

①
マ

イ
ナ

保
険

証
の
利
用
率
の
目
標
設
定

（
２

月
中

目
途

）
⇒

実
績

を
保
険
者
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
・
業
績
評
価
等
で
評
価

②
マ

イ
ナ

保
険

証
へ

の
意
識
転
換
を
促
す
統
一
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
動
画
広
告

を
作

成
し

、
集
中
的
に
動
画
広
報
を
展
開

③
メ
リ
ッ
ト
周
知
・
利
用
促
進
の
た
め

、
ア

～
エ

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
、
全
保
険
者
に
２
月
末
ま
で
に
調
査

ア
加

入
者

に
向

け
た

メ
ー

ル
送

信
や

チ
ラ

シ
配

布
等

に
よ

る
利

用
勧

奨

※
各

府
省

共
済

組
合

に
つ

い
て

は
メ

ー
ル

に
よ

る
呼

び
か

け
（

各
共

済
本

部
長

（
事

務
次

官
等

）
に

よ
る

メ
ー

ル
勧

奨
）

イ
限

度
額

適
用

認
定

証
の

取
得

申
請

に
係

る
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

の
ご

案
内

・
認

定
証

申
請

書
様

式
・

認
定

証
送

付
時

の
同

封
書

類
の

見
直

し
（

マ
イ

ナ
保

険
証

を
利

用
す

れ
ば

限
度

額
認

定
証

が
不

要
と

な
る

旨
の

記
載

）

ウ
保

健
事

業
実

施
時

に
お

け
る

利
用

勧
奨

エ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

利
用

の
手

引
き

を
通

じ
た

利
用

勧
奨

④
国
保
直
営
診
療
施
設

に
お

け
る

マ
イ

ナ
保

険
証

の
利

用
率

の
目

標
設

定
（

２
月

中
目

途
）

※
併

せ
て

、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
専
用
レ
ー
ン
設
定
等
の
費
用
を
財
政
支
援

【
事
業
者
を
通
じ
た
取
組
】

①
健
康
経
営
優
良
法
人
認
定
制
度

に
お

け
る

認
定

等
の

際
の

調
査

項
目

に
追

加
（

経
済

産
業

省
）

※
マ

イ
ナ

保
険

証
利

用
促

進
・
P
H
R
活

用
推

進
の

取
組

状
況

を
調

査

②
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
経
済
団
体
等
の
イ
ベ
ン
ト
・
会
合

で
、

事
業

主
・

医
療

保
険

者
に

利
用

促
進

を
呼

び
か

け



（令和6年1月時点）

マイナ保険証をご利用ください

医療費を20円節約できる

マイナ保険証の方が

自己負担も

低くなるんだ

２ より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるよ

うになるため、身体の状態や他の病気を推測し

て治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもら

うこともできます。

よく覚えてない

内容もあるから

助かるわね

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制

度における限度額を超える支払が免除されます。

一度に高額な負担を

しなくて済むわ

紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われて

いる医療費を20円節約でき、自己負担も低くな

ります。

マイナ保険証を使うメリット

1

３

-本年12月２日から現行の保険証は発行されなくなります-

・本年12月２日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただく

ことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができ

ます（マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで

「資格確認書」が交付されます）。

・本年12月１日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月２日以降、最長

１年間（来年12月１日まで）使用可能です。



マイナンバーカード 保険証利用 検索

詳しくは厚生労働省Webサイトでご確認いただけます。

よくあるご質問

！
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための

登録がまだの方は、以下２つの準備をお願いします。

■申請方法は選択可能です

① オンライン申請

(パソコン・スマートフォンから)

② 郵便による申請

③ まちなかの

証明写真機からの申請

マイナンバーカードを申請

■利用登録の方法

① 医療機関・薬局の受付

（カードリーダー）で行う

② 「マイナポータル」から行う

③ セブン銀行ATMから行う

マイナンバーカードを
健康保険証として登録

マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていま

せん。紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができますし、暗証番号は

一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読みだそうとすると

チップが壊れる仕組みもあります。

マイナンバーカードは安全なの？

どうやって受付するの？

マイナ受付は顔認証付きカードリーダーで行います。マイナンバーカードを

読み取り口に置くと受付が始まりますので、画面の指示に沿って受付をして

ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいの？

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必

要です。初めて医療機関を受診していただいても顔認証付きカードリーダー

の画面で、そのまま初回の利用登録ができます。


